
 

 

2026年 2月 2日 

機構改正のお知らせ 

 

当社は 2026年 3月 1日付で、下記の通り機構改正を実施しますのでお知らせします。 

 

記 

 

１．機構改正の内容  

市販用冷凍食品の近畿地区及び中四国、北陸地区への販売拡大を目的として、市販用冷凍食品の

量販店向け販売を担当している食品事業本部市販食品第一部市販食品第二課の管轄下に「大阪営業

所」を設置する。 

 

２．機構改正後の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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